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第 1 章 長寿命化修繕計画の目的 

1－1 背景 

高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の対処療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修

繕・架替えに要する費用が増大となることが懸念されます。 

 

今後の維持管理・更新費の増加や将来の人口減少が見込まれる中、老朽化が進行する道路

施設に対応する為には、維持管理に掛かる費用の縮減が必要です。 

伊達市が管理する橋梁は、令和 4 年度現在で、539 橋架橋されています。 

このうち、建設後 50 年を経過する橋梁は、全体の 25%を占めており、20 年後の令和 24 年

度には、89%程度に増加します。 

 

 

図 1－1 建設後 50 年を経過する橋梁の推移 

1－2 目的 

将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、橋梁長寿命化修

繕計画を策定しました。 

 

『1－1 背景』の背景を考慮し、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中

で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠と考えています。 

コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行

う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要があります。 

 

（89%）

令和54年度

137橋

令和34年度

（25%）

482橋

50年以上

25％

50年未満

75％

50年以上

89％

50年未満

11％
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第 2 章 計画期間および市内橋梁の現況 

2－1 計画期間 

短期的な計画期間を設定することにより、計画的な橋梁の維持管理を目指します。 

 

 計画期間は、令和 6 年度から令和 15 年度までの 10 年間とします。 

 

2－2 橋梁の状況 

伊達市が管理する橋梁は、539 橋あります。橋長 82.25m から 2.0m の橋梁があり、1934

年から 2013 年に架けられています。 

 

伊達市が管理する橋梁の状況は下記表の通りです。 

 

    

                 

表 3－1 橋梁の状況 

  

架橋年次

      ～1955年(        ～昭和30年) 6 橋

1956年～1979年(昭和31年～昭和54年) 286 橋

1980年～1995年(昭和55年～平成 7年) 209 橋

1996年～      (平成8年～         ) 38 橋

合計 539 橋

橋種

RC橋：  189 橋

PC橋：  194 橋

鋼橋：   58 橋

BOX ：   95 橋

木橋：    3 橋

合計：  539 橋

橋長

L＜15 ： 398 橋

15≦L＜50 ： 128 橋

50≦L＜100：  13 橋

100≦L     ：   0 橋

合計 ：  539 橋

路下条件

河川 524 橋

道路 2 橋

鉄道 13 橋

合計 539 橋
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2－3 橋梁点検の実施・結果 

伊達市が管理する橋梁について定期的な点検を実施し、損傷状況の把握、健全度の判定、

点検結果の記録・蓄積等を行います。 

健全度を 4 段階に区分（Ⅰ：良 → Ⅳ：悪）すると、Ⅰ：49 橋 Ⅱ：437 橋 Ⅲ：53

橋 Ⅳ：0 橋と、約 9 割の橋梁に何らかの損傷が生じています。 

 

近接目視を基本とした点検を実施し、健全度を下記表 3－2－1 の 4 段階に区分しました。 

本修繕計画では、平成 29～令和 4 年度に実施された伊達市橋梁定期点検の対象となった橋

梁全 541 橋の内、撤去された 2 橋を除いた 539 橋（内跨線橋 13 橋）を対象としています。

点検結果の詳細については下記表 3―2－2 および別添の点検結果一覧表に示します。 

 

 

 

橋梁点検結果 

区分 状態 

Ⅰ 健全 
構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全

の視点から措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期

に措置を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている。または生じる

可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 

表 3－2－1 健全度の区分 

 

 

 

 

表 3－2－2 点検結果 

 

点検結果

橋梁毎 主桁 横桁 床版 下部 支承 その他

Ⅰ 49 橋 266 橋 68 橋 180 橋 201 橋 383 橋 91 橋

Ⅱ 437 橋 220 橋 50 橋 126 橋 321 橋 52 橋 418 橋

Ⅲ 53 橋 11 橋 0 橋 4 橋 17 橋 5 橋 30 橋

Ⅳ 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋 0 橋

合計 539 橋 497 橋 118 橋 310 橋 539 橋 440 橋 539 橋
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第 3 章 橋梁長寿命化の基本方針 

3－1 老朽化対策における基本方針 

橋梁の重要度・健全度に応じたグループ分けにより優先度を評価し、メリハリの効いた

維持管理を実施します。 

また、新技術の活用、橋梁の集約化・撤去などによる費用の縮減や事業の効率化を目指

します。 

 

・橋梁の重要度・健全度に応じたグループ分けにより優先度を評価し、維持管理方法

を差別化し、限られた財源を効率良く利用します。 

・膨大な橋梁を効率的・効果的に管理するための維持管理水準を明確化します。 

・橋梁ごとに適切な管理方法を使い分けることで、予算の平準化を実現します。 

・新技術を活用することで、点検・修繕・更新等に係る費用の縮減を目指します。 

・社会経済情勢や橋梁の利用状況等の変化に応じた適正な配置のための橋梁の集約

化・撤去などによる費用の縮減を目指します。 
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3－2 維持管理基本方針 

橋梁の管理は、修繕等の費用を効率良く活用する為、予防保全型で行います。 

 

橋梁の長寿命化修繕計画を策定する、539 橋について、今後 50 年間の事業費を比較する

と、従来の対処療法型が 821 億円に対し、予防保全型が 289 億円となり、コスト縮減効果は

532 億円とります。予防保全型で管理すると共に、橋梁の重要度・健全度に応じ優先度を評

価し、橋梁の管理方法を区分することで、さらに予算の縮減を目指します。 

予防保全的な措置として、損傷が小さいうちに修繕等をおこなうことで、維持管理に係る

トータルコストの最小化を図ります。 

【ライフサイクルコスト比較結果】 

 

図 3－1 予防保全と事後保全の事業費比較 

 

図 3－2 予防保全と事後保全の事業費比較 
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第 4 章 対策の優先順位 

限られた予算内で事業を実施する為、橋梁の重要度・健全度に応じたグループ分けによ

り優先度を評価し、メリハリの効いた維持管理を実施します。 

優先度評価は、道路ネットワークにおける橋梁の重要度と、橋梁点検結果を基に、橋梁

の健全度を数値化し、評価します。 

 

（1） 優先順位の考え方 

基本的に橋梁の重要度・健全度に応じたグループ分けにより優先度を評価し、優先順位を

決定しますが、実際の利用率等の地域特性および伊達市の経済状況に合致しない場合は計画

の見直しを実施します。 

 

（2） 優先区分 

優先区分は、下図の重要度と健全度ランクの関係から決定しました。 

次項以降に重要度および健全度ランクの評価手順を記載します。 

 

資料 1－2－1 優先順位付けのイメージ図 

 

 

 

 健全度      

 Ａ 経過観察 【16】 【15】 【13】  

 Ｂ 経過観察 【14】 【12】 【10】  

 Ｃ 経過観察 【11】 【9】 【7】  

 Ｄ 経過観察 【8】 【6】 【5】  

 Ｅ 【4】 【3】 【2】 【1】  

  Ｃ Ｂ Ａ Ｓ 管理区分 

 

      

  

重 要 度 

健

全

度 

小 大 

悪 

良 
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（a） 重要度 

重要度とは橋梁の架設環境や利用状況を示します。本業務で対象とする全 539 橋を同じ水

準で管理することは現実的ではないため、橋梁の架設環境や重要度に応じて管理区分を設定

しました。 

 

資料 3－2－2 管理区分の定義 

 

 

上記の重要度毎の管理区分（S～C）を点数で評価します。 

 

管理区分 点数 

S 51～100 

A 26～50 

B 16～25 

C 0～15 
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路線としての重要度やライフラインとしての重要度を下表のように点数化します。 

 

資料 3－2－1 橋梁の重要度の算定方法 

評価指標 点数 

路線利用状況 

緊急輸送梨  1

次 

緊急輸送路  2

次 

一級市道 

20 

二級市道 10 

指定なし 

0 その他 

不明 

橋長 

50m 以上 20 

25～50m 15 

15～25m 10 

5～15m 5 

5m 未満 0 

道路幅員 

12m 以上 20 

6～12m 14 

3～6m 7 

3m 未満 0 

バス路線 

あり 20 

なし 
0 

不明 

交差状況 

鉄道 20 

道路 15 

河川 

0 
開水路 

その他 

不明 
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（b） 健全度ランク 

橋梁を構成する部材毎（主桁、床板、下部工（橋台・橋脚）、支承、路面）に健全度を数値

化し、「耐荷性」、「災害抵抗性」、「安全走行性」に対する状態指標を算出し、これらの最小値

を健全度指標としました。 

 

 

橋梁点検結果  
各部材の健全度評点 

区分 状態  

Ⅰ 健全 
構造物の機能に支障が生じていない状態  0 点 損傷なし 

 5 点 軽微な損傷 

Ⅱ 予防保全段階 

構造物の機能に支障は生じていないが、

予防保全の視点から措置を講ずることが

望ましい状態 

 20 点 損傷あり 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があ

り、早期に措置を講ずべき状態 
 35 点 安全に影響を及ぼす損傷あり 

Ⅳ 緊急措置段階 

構造物の機能に支障が生じている。また

は生じる可能性が著しく高く、緊急に措

置を講ずべき状態 

 50 点 安全が著しく損なわれている 

 

各要求性能における部材別の重み係数は以下のとおりとしました。 

 

資料 3－2－2 各部材の重み係数 

部材種別 
重み係数 

耐荷性 災害抵抗性 走行安全性 

主桁 1.0 0.3 0.2 

床版 0.6 0.2 1.0 

下部工 0.2 1.0 － 

支承 0.2 0.5 0.2 

路面 － － 0.6 

 

資料 3－2－3 健全度ランク判定区分 

健全度 健全度指標 判定区分 備考 

A 100 健全 損傷が認められない 

B 90～99 対策不要 
損傷が軽微で補修を行う必要が

ない 

C 60～89 
状況に応じ早めに対

策 

状況に応じて補修を行う必要が

ある 

D 30～59 早急に補修補強 
速やかに補修等を行う必要があ

る 

E 0～29 緊急対応の必要 緊急対策の必要がある 
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【健全度指数算出例】 

管理番号 191 城下町線 並椚橋を参考に算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各健全度指標＝100－損傷度評価値 

        ＝100－Σ(各部材の健全度評点×重み係数) 

 

部材種別 損傷評価 耐荷性 災害抵抗性 
走行安全

性 

主桁 Ⅰ（0 点） 0 0 0 

床版 Ⅲ（35 点） 21 7 35 

下部工 Ⅱ（20 点） 4 20 － 

支承 Ⅱ（20 点） 4 10 4 

路面 Ⅲ（35 点） － － 21 

合計 29 37 60 

 

①耐荷性健全度指標  ：100－29=71 

②災害抵抗性健全度指標：100－37=63 

③走行安全性健全度指標：100－60=40（最小値） 

 

健全度 健全度指標 判定区分 備考 

A 100 健全 損傷が認められない 

B 90～99 対策不要 
損傷が軽微で補修を行う必要が

ない 

C 60～89 
状況に応じ早めに

対策 

状況に応じて補修を行う必要が

ある 

D 30～59 早急に補修補強 
速やかに補修等を行う必要があ

る 

E 0～29 緊急対応の必要 緊急対策の必要がある 

 

各健全度指標の最小値が 40 点の為、「健全度 D」相当となります。 

 

〇並椚橋 

 橋長：L=26.65m 
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（3） 優先順位結果 

対象橋梁、539 橋（内跨線橋 13 橋）を上記の方法により算出した優先順位は以下のとおり

です。 

 

  

 

 

 健全度      

 Ａ 

（34 橋） 

経過観察 

（28 橋） 

【16】 

（3 橋） 

【15】 

（3 橋） 

【13】 

（0 橋） 
 

 Ｂ 

（0 橋） 

経過観察 

（0 橋） 

【14】 

（0 橋） 

【12】 

（0 橋） 

【10 

（0 橋） 
 

 
Ｃ 

（468 橋） 

経過観察 

7 橋 

（267 橋） 

【11】 

3 橋 

（119 橋） 

【9】 

（78 橋） 

【7】 

（4 橋） 
 

 
Ｄ 

（37 橋） 

経過観察 

10 橋 

（19 橋） 

【8】 

10 橋 

（12 橋） 

【6】 

6 橋 

（6 橋） 

【5】 

（0 橋） 
 

 Ｅ 

（0 橋） 

【4】 

（0 橋） 

【3】 

（0 橋） 

【2】 

（0 橋） 

【1】 

（0 橋） 
 

  

（539 橋） 

Ｃ 

（314 橋） 

Ｂ 

（134 橋） 

Ａ 

（87 橋） 

Ｓ 

（4 橋） 
管理区分 

 
  

  
 

 

 

※（ ）は重要度・健全度に応じたグループ分けにより優先度を評価した優先順位の対象橋梁を示す。 

※ 11111 ha はⅢ判定（早期措置段階）以上の橋梁を示す。 

 

  

健

全

度 

小 

良 

悪 

重 要 度 大 

橋梁数：539橋 
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橋梁の重要度・健全度に応じたグループ分けにより優先度を評価し、順位の検討をした結

果、構造物の機能に支障が生じる可能性（Ⅲ判定以上）がある橋梁が経過観察対象になって

おり、本来、上位グループに区分されるべき橋梁と優先度を評価した上位グループの橋梁で

結果に乖離が見られたため、結果の見直しを行います。 

橋梁の利用率や伊達市の財政状況等を勘案し再検討した結果、現在『Ⅲ』区分の橋梁が、

53 橋あり、その内橋長 5m 以上の橋梁が 36 橋あります。道路網を確保する為、損傷が進行

する前に修繕を行う必要があると考え、今後 10 年間の計画は、『Ⅲ』区分以上の橋梁を優先

順位 1 位とし、予防保全型シナリオの計画に移行する前に、『Ⅲ』区分の橋梁の修繕を実施し

ます。 

また、10 年後においては重要度・健全度に応じたグループ分けにより決定した順位結果に

従い、修繕計画を進めます。 

なお、環境省にて、橋梁塗装中に含まれる PCB（有害物質）を令和 9 年 3 月までに除去す

ることが定められています。本市においても、PCBを含有する塗装を用いた橋梁が 6橋あり、

令和 9 年 3 月迄に除去する計画とします。 
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第 5 章 新技術等の活用方針 

5－1 新技術の活用方針 

橋梁の点検・修繕・更新等に係る費用を縮減する為、橋梁に適した新技術を用いること

を目指します。 

 

今後の維持管理・更新費の増加や将来の人口減少が見込まれる中、老朽化が進行する道路

施設に対応する為には、維持管理に掛かる費用の縮減が必要と考えます。その為、修繕や点

検等に係る伸技術等の活用の検討を行い、費用の縮減や事業の効率化等を目指します。 

前述の通り、維持管理費用が限られている中、管理橋梁 539 橋の全てを同レベルで対応す

ることは難と考えます。そこで、橋梁の点検・修繕・更新等に係る費用を縮減する為、橋梁に

適した新技術を用いることが必要と考えます。 

次頁以降に、伊達市が管理する橋梁について、新技術を用いることで、費用を縮減可能か

検討した結果を示します。 

 

【注記】 

NETIS 掲載の費用比較は、一定規模以上の橋梁が対象の価格設定となっているが、伊達市

が管理する橋梁は小規模なものが多数であることから、実施においては当計画の新技術をベ

ースに再度比較検討を行うものとする。 
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5－2 新技術の活用 

1） 橋梁の点検に関する新技術 

橋台・橋脚高さ 10m 以上の構造物について、構造物に近接することなく、写真から AI

を用いて損傷検出が可能な技術として、『社会インフラ画像診断サービス「ひびみっけ」：

NETIS 登録番号 KT-190025-VR  点検支援技術性能カタログ技術番号：BR10024-

V0121』を用いることを目指します。 

 

伊達市の橋梁は、特殊橋梁（トラス橋・アーチ橋・吊り橋等）は無く、橋長は最大で 82m

と大規模な橋梁はありません。しかし、橋台高さ・橋脚高さが 10m を超える橋梁があり、一

般的な橋梁点検車（BT-200）では届かない構造物も存在します。 

以上から、橋台・橋脚高さ 10m 以上の構造物について、新技術の活用を実施することを目

指します。 

 

【活用技術の効果】 

300m2 当り 

 新技術 従来技術 効果 

経済性 127,683 円 147,656 円 －13.53％ 

工程 0.69 日 1.81 日 －61.88％ 

NETIS 掲載内容より 

 

【注記】 

・類似の技術もある為、実施の際は、改めて使用技術を検討します。 

 

 

次頁以降に、橋台・橋脚高さ 10m を超える橋梁の一覧表と、新技術を詳述します。 

 

 

 

 

 



15 

 

 

橋台・橋脚高さ 10m 以上の橋梁一覧 

 

 

 

 

49 2015 観音橋 カンノンハシ 観音線 伊達市梁川町字上川原4-4 37゜51'10" 140゜36' 34" 37.85278,140.60944 1995 ＰＣ橋 78.35 9.01 3 河川 プレテンＴ桁

95 2017 万代橋 バンダイハシ 町裏線 伊達市梁川町字町裏82-3 37゜51'23" 140゜36' 16" 37.85639,140.60444 1991 鋼溶接橋 82.25 11.25 3 河川 Ｉ桁（不明）

273 3357 高野橋 コウヤバシ 太田中砂子下線 福島県伊達市保原町柱田字砂子下154 37°48′36″ 140°34′37″ 37.81000,140.57694 1992 ＰＣ橋 20.66 7.20 1 河川 プレテンＴ桁

530 2178 馬坂橋 マザカハシ 前上ノ台線 福島県伊達市梁川町舟生字原前４６ 37°52′24″ 140°37′35″ 37.87333,140.62639 1971 ＰＣ橋 22.10 3.60 3 鉄道 ＰＣ　床版橋その他

備考上部工構造形式路下条件径間数全幅員（ｍ）上部工使用材料 橋長(m)竣功年経度 橋梁ID所在地 緯度キョウメイ 路線名
管理
番号

橋梁
番号 橋梁名



16 

 



17 

 



18 

 



19 

 



20 

 



21 

 



22 

 



23 

 



24 

 



25 

 



26 

 

 



27 

 

 

2） 橋梁の修繕に関する新技術 

（1） 水切り 

現在新設される多くの橋梁は、地覆下側に水切りを設けることで、床版下面や主桁に雨

水等の流水を防止しています。それにより、床版や主桁の劣化を抑制しています。しかし、

過去に架橋された橋梁で水切りが設けられていない場合もあります。特に、RC 床版橋、

RCT 桁橋は設けられておらず、床版下面に雨水等が流水し、床版下面、主桁の鉄筋の腐食

を助長している状況にあります。よって、橋梁を長寿命化する為、地覆下側に水切りを設

けることが必要と考えます。 

上記の水切り設置対策として、新技術を活用することで、コスト縮減することが可能と

考えます。コスト縮減効果のある水切り材として、『ウォーターカッター：NETIS 登録番

号 KK-180012-VR』の使用を目指します。特に、床版橋に水切りが設けられていないこ

とから、RC 床版橋、RCT 桁橋に設けることを目指します。伊達市の橋梁は、RC 床版橋、

RCT 桁橋が 183 橋（34％）架橋されており、コスト縮減に有効と考えます。 

 

【活用技術の効果】 

100 m 当り 

 新技術 従来技術 効果 

経済性 222,674 円 185,826 円 －19.83％ 

工程 1.12 日 1.12 日 －0％ 

NETIS 掲載内容より 

 

【注記】 

・類似の技術もある為、実施の際は、改めて使用技術を検討します。 

 

 

次頁以降に、RC 床版橋、RCT 桁橋の橋梁一覧表と、新技術を詳述します。 
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RC 床版橋、RCT 桁橋の橋梁一覧 
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第 6 章 費用の縮減に関する具体的な方針 

6－1 費用の縮減に関する具体的な方針 

社会経済情勢や橋梁の利用状況等の変化に応じた適正な配置のための集約化・撤去、機

能縮小などによる費用の縮減を目指します。 

また、老朽化した古い橋などを架け替え新しくすることで、修繕に掛かる費用の縮減を

目指します。 

 

今後の維持管理・更新費の増加や将来の人口減少が見込まれる中、老朽化が進行する道路

施設に対応する為には、維持管理に掛かる費用の縮減が必要と考えます。その為、社会経済

情勢や橋梁の利用状況等の変化に応じた適正な配置のための集約化・撤去、機能縮小などに

よる費用の縮減を目指します。 

前述の通り、維持管理費用が限られている中、管理橋梁 539 橋の全てを同レベルで対応す

ることは難しいと考えます。そこで、橋梁の点検・修繕・更新等に係る中長期的な費用を縮

減する為、橋梁の利用状況の変化や周辺の道路の整備状況等を考慮し、集約化・撤去が可能

な橋梁の抽出をしました。また、近年頻発する豪雨災害に対し、河川断面を広げる工事に合

わせ、老朽化した古い橋などを架け替えし、修繕に掛かる費用を縮減可能な橋を抽出しまし

た。 

次頁以降に、伊達市が管理する 539 橋について、集約化・撤去、機能縮小することが可能

な橋梁があるか検討した結果を示します。 
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6－2 集約化・撤去可能な橋梁の抽出 

鶴ケ岡茶臼山線の伊達市梁川町字菖蒲沢地内に架かる『茶臼山橋』は、近隣に里見山橋

が架橋されており、現在ほぼ利用されていない状況にあります。 

茶臼山橋は、ほぼ利用されていない状況から、撤去計画を進ます。 

 

 

 

 

図 6－2－1 位置図 

 



43 

 

 

（1） 撤去橋梁概要 

茶臼山橋の終点側は、架橋時は田畑であったが、現在は小学校が建設され、利用状況が変

化している。また、現在は、進入禁止の防止柵が立っており、橋梁を利用出来ないように制

限している。 

今後、撤去計画を進める上での注意点を下述する。 

・交差物件が、阿武隈急行線であり、施工方法等阿武隈急行線の管理者と綿密な打合

せ等が必要となる。 

・添架水管橋（田畑等の用排水と推測）があり、現在の利用状況を調査した上、撤去・

架替えが必要となる。 

 

 

写真 6－2－1 茶臼山橋 起点側 

 

写真 6－2－2 茶臼山橋 側面状況 
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写真 6－2－3 茶臼山橋 添架水管橋状況 

 

写真 6－2－4 茶臼山橋 終点側利用状況 
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（2） 費用の縮減による効果 

費用の縮減による効果として、茶臼山橋を撤去することで、撤去後は維持管理費用が掛か

らなくなる。 

ただし、撤去費用と削減される維持管理費用の比較は、撤去計画を進めた上で実施する必

要がある。 

・阿武隈急行線の管理者との打合せが必要：施工制約条件により掛かる費用が変わる 

・添架水管橋の今後の利用：今後の利用予定により撤去・架替えに掛かる費用が変わ

る。 
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6－3 架替え可能な橋梁の抽出 

東根川・古川・塩野川・伝樋川の 4 河川に架かる橋梁は、河川断面を広げる工事に合わ

せ、架替えることが必要な状況にあります。 

昭和 30 年に架橋され竣工後 67 年経過した古い橋もあり、老朽化していることから架替

えを行います。 

（※上記の 4 河川は河川改修計画のある福島県管理の河川で改修時期は不明である。よ

って、現状、Ⅲ判定以上の橋梁及び今後の定期点検でⅢ判定以上の損傷が見られた場合は、

必要最低限の補修（Ⅲ判定以上の損傷）のみを修繕する計画とする。） 

 

東根川・古川・塩野川・伝樋川の 4 河川に架かる架替えを予定する橋梁は以下の通りです。 

 

 

河川名 橋梁名 路線名 橋長 幅員 竣工年 
橋梁 

点検結果 

東根川 赤井道橋 保原柳田線 15.25m 5.70m 1957 年 Ⅱ 

 大立目橋 保原粟野線 15.00m 7.85m 1957 年 Ⅲ 

 菖蒲沢橋 太田中六万坊線 15.05m 2.80m 1973 年 Ⅰ 

 北郷橋 小作逢大竹内線 15.15m 2.80m 1956 年 Ⅱ 

 東根橋 9 丁目大地内線 16.24m 4.31m 1961 年 Ⅲ 

 藤兵衛橋 中北平地内線 15.10m 2.82m 1961 年 Ⅲ 

 大舘橋 六万坊菖蒲沢線 18.06m 9.20m 1961 年 Ⅲ 

 256 号端 

（大安寺橋） 

大安寺北河原線 13.90m 3.00m 1955 年 Ⅱ 

古川 55 号端 

（古川歩道橋） 

西町小幡北部線 15.67m 2.00m 1961 年 Ⅱ 

 古川橋 西町小幡北部線 15.67m 5.65m 1961 年 Ⅱ 

 柏瀬橋 12 丁目柏町線 15.10m 4.60m 1961 年 Ⅰ 

 水道橋 9 丁目西町線 15.00m 4.55m 1961 年 Ⅱ 

 元古川橋 11 丁目西町線 14.70m 2.99m 1961 年 Ⅲ 

塩野川 南町谷川橋 大町北町谷川線 34.20m 5.00m 1992 年 Ⅱ 

 天神橋 上町並松線 31.20m 7.00m 1998 年 Ⅱ 

伝樋川 東土橋 1 号端 伝樋四国蒔 2 号線 11.65m 5.00m 1984 年 Ⅱ 

 新伝樋橋 東土橋石井戸線 35.70m 15.70m 2013 年 Ⅱ 
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第 7 章 短期的な数値目標の策定 

新技術の活用および集約化・撤去により、橋梁の維持管理における費用の縮減を目指し

ます。 

（1） 新技術等の活用による費用の縮減 

 伊達市においても費用縮減のため、新技術の水切り材等を活用した橋梁補修工事をおこな

いました。今後も橋梁ごとに比較検討を行い、積極的な新技術の活用を目指します。 

 管理橋梁 539 橋のうち、今回の計画にて優先して修繕を実施することとした『Ⅲ』区分の

橋梁は 36 橋であり、点検および設計時に新技術の活用の検討をおこない、今後 10 年程度で

従来技術と比較して 100 万円程度縮減することを目指します。 

 

（2） 集約化・撤去による費用の縮減 

 今回抽出した橋梁は実際に集約化・撤去が決定しているものではありません。今後も利用

状況や損傷状況等により、集約化・撤去と維持管理費用の比較検討をおこないます。 

 今後 10 年程度で集約または撤去が可能な橋梁について、1 橋の撤去を検討し、維持管理に

要するコストを 50 万円程度縮減することを目指します。 
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第 8 章 橋梁修繕計画 

今後 10 年間の予算を配分した橋梁修繕計画をしました。優先順位の高い橋梁から順に補

修することを基本とし、各橋梁の補修・更新時期について計画しました。 

 

重要度指標および健全度指標にて、順位区分 1 位の 36 橋と PCB を含有する橋梁 6 橋を決

定し、実際の利用率・橋梁周辺の住宅数および予算の分配を考慮した計画を策定しました。

今後 10 年間の年間予算イメージについては下図表の通りです。また、橋梁別の優先順位や修

繕内容等については別添の橋梁修繕一覧表に示します。 

 

 

図 9－1 今後 10 年の年間予算 

 

今回の橋梁長寿命化修繕計画は令和 5 年度までの橋梁定期点検に基づき策定しました。今

後、対象橋梁の変動や定期点検による新たな点検結果を得た場合、必要に応じて計画の見直

しをおこなっていきます。 
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伊達市橋梁長寿命化修繕計画 

 

〒960-0692 福島県伊達市保原町字舟橋 180 番地 

伊達市 建設部 維持管理課 

Tel：024-573-5076 

Fax：024-573-5874 

 


